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第１回府中市総合計画審議会会議録（要旨）   

 

■開催日時 平成２３年１０月３日（月） 午後３時３０分～午後４時４０分 

■開催場所 府中市役所北庁舎３階第１・２・３会議室 

■出席委員 ２６名（５０音順） 

朝岡幸彦委員、臼井克寿委員、大津貞夫委員、奥真美委員、 

加藤雅大委員、小島壽一郎委員、小山有彦委員、田辺十二子委員、 

谷和明委員、都筑康夫委員、中島信一委員、中村洋子委員、 

奈良﨑久和委員、西宮幸一委員、濱中重美委員、原智子委員、 

比留間敏夫委員、比留間利蔵委員、藤江昌嗣委員、前田弘子委員、 

宮﨑俊一委員、山上稔委員、山崎猛委員、吉川冨士江委員、 

和気康太委員、渡辺浩章委員 

■欠席委員 ４名（５０音順） 

  久芳美惠子委員、小林清秀委員、川村英史委員、盛康治委員 

■出席説明員等 

野口市長、野岡政策総務部長、吉野政策総務部次長、古森政策課主幹、 

堤原政策課主査、吉川政策課理事、河野政策課主任、パシフィックコ 

ンサルタンツ株式会社（齋藤氏、山口氏） 

■傍 聴 者 ２名 

■議事日程 

１ 委嘱状の伝達 

２ 市長あいさつ 

３ 委員紹介 

４ 会長選出 

５ 副会長選出 

６ 諮問 

７ 会議の公開について 

８ 資料説明 

９ 審議事項 

（１）第６次府中市総合計画の策定に伴う検討体制の整備等について 

（２）第６次府中市総合計画への市民の意見反映について 

（３）総合計画審議会の日程について 

10 その他 
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             ■会 議 録（要旨） 

 

○事務局 ただいまから、平成２３年度第１回府中市総合計画審議会を開催いたします。

はじめに野口市長からご挨拶を申しあげます。 

○野口市長  皆様、こんにちは。このたびは、府中市総合計画審議会委員のご承諾を賜

りまして誠にありがとうございます。 

さて、総合計画は、府中市の将来目標を定め、その目標を達成するための市政全般に

わたる基本的な施策を明らかにし、計画的な行財政運営を行うために策定するものです。

現在の第５次府中市総合計画は平成１３年に策定し、将来に向けた府中市の都市像を

「心ふれあう 緑ゆたかな 住みよいまち」とし、その実現に向けて、市政を進めてま

いりました。 これからご審議をいただく総合計画は、平成２６年度を初年度とするも

ので、これからの市政を運営するうえで大変重要な計画であり、社会経済情勢の動向や

市民ニーズをよく見極めるとともに、２５万市民がいつまでも、このまちに住むことを

誇りに思えるような、府中らしさを盛り込んだ計画にできればと思っております。 

また、今回は平成２３年５月に地方自治法が一部改正され、基本構想の策定義務が撤

廃されましたが、市の最上位計画として総合計画を策定する必要があることから、    

本審議会において総合計画に関する基本的方針についてもご審議いただきたいと考え

ております。これからの市政の指針となる総合計画の策定に、お力添えを賜りますよう、

心からお願いを申しあげ、ごあいさつとさせていただきます。 

○事務局 本日の委員の出席状況ですが、３０名中、２６名が出席し、定足数に達して

おり、本日の会議は有効に成立しています。次に、委員の自己紹介後、会議次第に従い、

会長の選出という順で進めさせていただきます。 

（委員自己紹介） 

 それでは、次に、資料の確認をさせていただきます。 

（配付資料の説明） 

○事務局 会長並びに副会長の選出ですが、府中市総合計画審議会条例第５条では、委

員の互選となっておりますが、いかがいたしましょうか。 

○濱中委員 先ほど自己紹介がありましたが、面識がある方も多少はおりますが、ほと

んどは初対面かと思います。事務局で考えがあれば、提案いただければと思います。 

○事務局 ただ今、濱中委員より、会長並びに副会長について事務局での考えはとの発

言がありましたが、他の委員の方はいかがでしょうか。 

 （事務局一任の声あり） 

○事務局 それでは、事務局から、前回、平成１８年度に第５次府中市総合計画後期基

本計画策定にも委員として参加されている、東京農工大学大学院教授の朝岡先生に会長

を、首都大学東京教授の奥先生に副会長をお願いしたいと考えておりますが、いかがで

しょうか。 
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（異議なしの声あり） 

○事務局 それでは、朝岡委員、奥委員に、会長並びに副会長をよろしくお願いいたし

ます。お二人から、ご挨拶をお願いいたします。 

○朝岡会長 ただいまご推薦いただいた朝岡と申します。大変重要な役割を与えられた

と思います。みなさまのご協力を得ながら頑張りたいと考えております。よろしくお願

いいたします。 

○奧副会長 副会長という重責を担わせていただくことになり、一生懸命頑張らせてい

ただきたいと思っています。いずれの自治体も工夫のしどころは、その自治体らしさを、

いかに総合計画に表現していくことかと考えます。府中市ならではの総合計画を皆様と

一緒に考えて行きたいと思いますので、どうぞ、よろしくお願いいたします。 

○事務局 それでは、市長から会長に諮問書を伝達いたします。 

（市長から諮問書の朗読・伝達後、事務局より各委員に諮問書の写しを配付） 

○朝岡会長  ここから先は、私が議事を進行させていただきます。ただいま諮問書をい

ただきました。それでは、まず、諮問事項（１）「総合計画に関する基本的方針の取り

まとめ」について、説明をお願いいたします。 

○事務局 資料、諮問事項（１）「総合計画に関する基本的方針の取りまとめ」につい

て、ご説明いたします。 

 （別紙資料を説明） 

○朝岡会長 次に、次第７の「会議の公開について」を議題とし、説明をお願いします。 

○事務局 市では、府中市情報公開条例第３２条の規定により、附属機関等の会議は公

開を原則としています。そこで、傍聴人の取扱いについて、資料４、「府中市総合計画

審議会の傍聴について」により説明いたします。 

 （資料４を説明） 

以上、資料のとおり取扱いさせていただきたいと考えておりますが、よろしくお願い

いたします。また、会議録の取扱いについては、会議録を作成した後に、必要に応じて

各委員に確認のうえ、市政情報公開室及び図書館、市ホームページ等で公開していきた

いと考えます。そこで、会議録の公開の範囲は、全文を公開するのか、あるいは要約し

て要旨を公開するのか。会議の中で発言した委員名まで記載して公開するのか、個人名

は伏せて公開するのか。以上２点について審議をお願いいたします。 

○朝岡会長 ご質問・ご意見などがありましたらお願いいたします。 

○谷委員 傍聴人数が、原則 10 名以内となっているが、原則に従わない場合について、

どう考えているか。 

○事務局 会議室の都合等もあり、原則 10 人としております。広い会場が取れた場合

や、多数の傍聴者がいる場合は、対応したいと考えています。 

○朝岡会長 傍聴者の人数については、事務局で決めることではなく、この会議で決め

ることですので、原則 10 名とはいえ、対応できる範囲で柔軟に対応させていただくこ
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とでよろしいでしょうか。その他、ご意見はありますか。 

（意見なし） 

○朝岡会長 会議録の取扱いについて、会議録は、全文公開としていくのか、要旨のみ

の公開とするのか。また、発言者の個人名を記載して公開していくのか、伏せて公開す

るのかについて、意見をお願いします。 

 （意見なし） 

○朝岡会長  意見がありませんので、私から事務局にお聞きしますが、過去の事例はど

うなっていますか。 

○事務局 平成 18 年度の第 5 次府中市総合計画後期基本計画では、会議録は要旨のみ

を公開して、発言者の名前については非公開としております。 

○朝岡会長 前回は、公開する会議録は要旨のみ、発言者の名前は伏せて公開したとい

うことですが、異議がなければ、前回と同様にしたいと思いますがどうでしょうか。 

○谷委員  要旨というのは、議論の内容を正確に伝える範囲で要約すべきであると考え

ます。 質問に対して答えているやり取りが分かるものでないと意味がない場合もあり

ます。Ａ、Ｂ、Ｃという形で、議論の流れが分かるように公開してもらいたい。 

○朝岡会長  要旨とはいえ、できるだけ中身が分かるように要約し、発言者については、

Ａ、Ｂ、Ｃ等の表記で、同じ人は同じアルファベットで表記するなどしてもらえばよい

と思います。 

 （意見なし） 

○朝岡会長 それでは、公開する会議録は、要旨のみとし、発言者名は伏せて公開する

こととします。ただし、要旨に関しては、中身、意図が分かるように要約するとともに、

発言者の個人名はＡ、Ｂ、Ｃと表記し、同じ人が発言しているのが分かる形で表記する

ということで進めたいと思います。 

 （※注・発言者の委員名については、平成２３年１０月３日開催の第 1回府中市総合

計画審議会で、委員名をＡ・Ｂ・Ｃ等のアルファベットで表記することで決定いたし

ましたが、１１月１８日開催の第２回府中市総合計画審議会にて、委員名を記載して

公開していくこととなりましたので、今回の第 1回会議録(要旨)は、発言者の委員名

は記載しています）  

○朝岡会長 ここで、傍聴者がいましたら、事務局で傍聴者に留意事項を説明のうえ、

傍聴席へ案内してください。 

（傍聴者入室） 

○朝岡会長 次第８について事務局から説明を願います。 

○事務局 次第８につきまして、資料１から４までご説明いたします。 

（資料１～４までを説明） 

○朝岡会長 ご意見・ご質問がありましたら、お願いします。 

（意見なし） 
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○朝岡会長 続いて、次第９の審議事項に移ります。（１）の「第６次府中市総合計画

の策定に伴う検討体制の整備について」から（３）の「総合計画審議会の日程について」

までを、一括して説明をお願いします。 

○事務局 次第９、審議事項（１）の「第６次府中市総合計画の策定に伴う検討体制の

整備について」から（３）の「総合計画審議会の日程について」までご説明します。 

（資料１～７までを説明） 

○朝岡会長 前回の第 5 次総合計画の検討体制から改善された点について説明してい

ただきたい。 

○事務局 総合計画市民検討協議会（仮称）については、前回は課題協議会を設置して、

市民の意見をお聞きしましたが、今回は、職員も参画して議論していくことを考えてい

ます。また、協働のパートナーとして各種団体に対するグループインタビューを行うこ

とも考えています。どのような団体にするかは、審議会の中で議論いただきたいと考え

ます。この点が、前回との違いです。 

○朝岡会長 何かご質問はありますか。 

○奥副会長 今後の予定で、平成 24 年 3 月に審議会から基本的方針を答申し、それを

受け、4 月以降に府中市総合計画条例案をパブコメに付すとしているが、両者のつなが

りを説明願いたい。また、条例を作る必要性は、地方自治法が改正され、基本構想の根

拠がない状況のため、条例により法的な根拠を新たに付与しようという主旨と理解して

よいのか。 

○事務局 今回、議決事項の範囲を定めていただく中で、条例でしっかり位置づけ、ま

た、総合計画、基本構想、基本計画とはそれぞれ何かを整理し、条例として位置づけて

いく考えです。基本的方針を受け、条例案を検討し、市民の意見を聴きながら制定して

いきたいと考えています。 

○比留間（利）委員 要望として、会議日程は早めに調整するようお願いします。 

○朝岡会長 日程については、早めに調整していただきたいと思います。 

○西宮委員 12 年前に市民公募で懇談会の委員を担ったが、手分けして懇談会メンバ

ーが意見聴取の場にオブザーバーとして参加した記憶がある。今回は、「市民の意見を

聴く会」に対して、公募市民がどのように関わるのか教えてもらいたい。 

○事務局 「市民の意見を聴く会」については、市の主催で行い、各文化センター等で

意見聴取を行う予定ですが、市民検討協議会の委員にも参加していただき、意見を伺い

たいと考えます。 

○朝岡会長 これらは審議会の審議事項ですので、望ましい方向を審議していきたいと

思います。 

○山上委員 市民を公募していくとのことだが、既に募集しているのか、状況を聞かせ

てもらいたい。また、職員も入るということであるが、既に募集したのか、人数はどの

ようになっているのか。 
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○事務局 公募市民につきましては、検討体制について了承をいただければ、10 月 11

日号の広報で募集を行う予定です。職員につきましては、現在、募集を行っている状況

です。 

○山崎委員  審議会の役割について、総合計画市民検討協議会が検討したものを市長に

提言し、それを審議会で審議することとしている。審議会によっては、審議会で最初か

ら作成する場合もあるが、今回は、総合計画市民検討協議会から提言されたものを審議

すると理解すればよいのか。 

○事務局 総合計画市民検討協議会で課題等を検討し、市長に提言後に、総合計画審議

会で確認をしていただきます。また、新たな基本構想、基本計画は、市の各部にて素案

を作成し、審議会に起草委員会を設置して確認をいただき、最終的に、審議会で審議し

ていくことを考えている。最終決定機関が総合計画審議会、それまでの検討を総合計画

市民検討協議会等で行っていくということです。 

○朝岡会長 市民検討協議会は、総合計画審議会の下にあるのではなく、市長から協議

を依頼され、市長に提言する。市長に提言されたものを市内部で調整して、審議会に資

料として出されるということです。また、市民検討協議会は、傍聴は自由なのでしょう

か。私たちも傍聴することができると思いますがどうでしょうか。 

○事務局 原則として、傍聴は認めていきたいと考えています。 

○朝岡会長 基本的には傍聴可能であるということなので、必要に応じて委員の皆さん

にも傍聴していただくことと思います。その他ご質問はありますか。 

それでは、次第９の審議事項 3 件は了解いただいたということで、次の次第に移りま

す。次第１０、その他について、何かありますか。 

（意見なし） 

それでは、事務局からお願いします。 

○事務局 その他として 5 点確認をお願いします。 

①委員報酬に関する委任状の提出について。 

②会議録作成は、審議会が終了した後作成し、各委員の確認後に審議会で内容を 

了承を得た後に公開する。 

③次回の審議会の開催は、１１月１８日（金）午後３時３０分開催を予定。 

④１０月１１日号広報で、府中市総合計画審議会が発足した内容を掲載する。 

⑤今後の会議開催通知や会議録の確認等の連絡は、会長名で各委員に送付する。    

以上、お願いいたします。 

○朝岡会長  それでは、次回の会議は、１１月１８日（金）午後３時３０分開催という

ことで、よろしいですか。また、先の会議についても、５月くらいまでは事前に日程   

調整していただき、多くの委員が集まれるようお願いいたします。 

それでは本日の府中市総合計画審議会を終了いたします。お疲れ様でした。   

以上 


